　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【事業所実地調査に係わる日程調整について】
労働者派遣事業・職業紹介事業許可（新規・更新）申請に係る当該事業所の実地調査を行います。当課職員による訪問日時を調整するため、以下の情報をご記載ください。

申請事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所連絡先：ご担当者①　　　　　　　　（電話番号）　　　　　　〔留守電：有・無〕
　　　　　　　ご担当者②　　　　　　　　（電話番号）　　　　　　〔留守電：有・無〕

最寄り駅：　　　　　　線　　　　　　駅より　バス・徒歩　　　　分
実地調査訪問不可日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※受理日翌日から翌月２０日頃までの間で対応に不都合な日時を記載してください。
　　　　　

※実地調査は事業所要件等の申請内容を確認するため、当課担当者から調査日時等の日程調整の電話連絡を行った上で訪問日時を確定します。訪問日が確定しない、または当日の応対ができない場合には、審査に遅れがでてしまう可能性があることにご留意ください。
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